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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明部材に沿って配置される発光装置であって、
　前記透明部材と対向して配置される透光性の基板と、前記基板上に配置される透光性の
陽極と、前記陽極上に配置される有機物層と、前記有機物層上に配置される非透光性の陰
極と、を有する有機ＥＬパネルを備え、
　前記有機物層および前記陰極は、ストライプ状に形成され、
　前記陰極は、前記有機物層よりも幅広に形成され、
　前記基板の屈折率をｎ１、前記基板の厚さをｄとしたときに、
　前記陰極における前記有機物層より幅広部分の幅ＬＮが以下の式
　ＬＮ≧２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））
　で規定されることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　透明部材に沿って配置される発光装置であって、
　前記透明部材と対向して配置される透光性の基板と、前記基板上に配置される透光性の
陽極と、前記陽極上に配置される有機物層と、前記有機物層上に配置される非透光性の陰
極と、前記有機物層および前記陰極を覆う封止部材と、前記封止部材上に形成される遮光
膜と、を有する有機ＥＬパネルを備え、
　前記有機物層、前記陰極および前記遮光膜は、ストライプ状に形成され、
　前記遮光膜は、前記有機物層よりも幅広に形成されることを特徴とする発光装置。
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【請求項３】
　前記透明部材と前記基板との間に、前記基板よりも屈折率の低い物質の層が形成される
ように、前記有機ＥＬパネルを前記透明部材に取り付ける取付構造を備えることを特徴と
する請求項１または２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記有機ＥＬパネルは、基板上にハーフミラー、陽極、有機物層、陰極の順で積層され
たマイクロキャビティ構造を備えることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の
発光装置。
【請求項５】
　前記基板の屈折率をｎ１、前記基板の厚さをｄ、前記封止部材の厚さをＤとしたときに
、
　前記遮光膜における前記有機物層より幅広部分の幅ＬＦが以下の式
　ＬＦ≧２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））＋Ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１

））
　で規定されることを特徴とする請求項２に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を使用した発光装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両のリヤウィンドウの内側に有機ＥＬパネルを配置し、ハイマウントスト
ップランプやテールランプ等の標識灯として利用することが提案されている（例えば特許
文献１参照）。
【０００３】
　有機ＥＬパネルをリヤウィンドウの内側に配置する場合、有機ＥＬパネルの発光がグレ
ア光となって運転者を眩惑するのを防止するために、光を有機ＥＬパネルの前方側（すな
わちリヤウィンドウ側）にのみ照射することが必要となる。また、有機ＥＬパネルの存在
による後方視認性の低下を抑制するために、後方が透けて見えるように有機ＥＬパネルを
構成する必要がある。これらの目的のために、陰極をストライプ状に形成して透過性を有
するように構成された有機ＥＬパネルが提案されている（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１９８７２０号公報
【特許文献２】特開２０１５－１９５１７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のように陰極をストライプ状に形成した有機ＥＬパネルにおいては
、有機ＥＬパネルの表面で反射した光の一部が陰極の間の領域から有機ＥＬパネルの後方
側に漏れ、運転者を眩惑する可能性がある。
【０００６】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、透過性を有する有機
ＥＬを使用した発光装置において、有機ＥＬパネル表面での反射光が後方側に漏れるのを
抑制することのできる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の発光装置は、透明部材に沿って配置さ
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れる発光装置であって、透明部材と対向して配置される透光性の基板と、基板上に配置さ
れる透光性の陽極と、陽極上に配置される有機物層と、有機物層上に配置される非透光性
の陰極と、を有する有機ＥＬパネルを備える。有機物層および陰極は、ストライプ状に形
成され、陰極は、有機物層よりも幅広に形成される。
【０００８】
　基板の屈折率をｎ１、基板の厚さをｄとしたときに、陰極における有機物層より幅広部
分の幅ＬＮが以下の式　ＬＮ≧２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））　で規定されて
もよい。
【０００９】
　本発明の別の態様もまた、発光装置である。この装置は、透明部材に沿って配置される
発光装置であって、透明部材と対向して配置される透光性の基板と、基板上に配置される
透光性の陽極と、陽極上に配置される有機物層と、有機物層上に配置される非透光性の陰
極と、有機物層および陰極を覆う封止部材と、封止部材上に形成される遮光膜と、を有す
る有機ＥＬパネルを備える。有機物層、陰極および遮光膜は、ストライプ状に形成され、
遮光膜は、有機物層よりも幅広に形成される。
【００１０】
　基板の屈折率をｎ１、基板の厚さをｄ、封止部材の厚さをＤとしたときに、遮光膜にお
ける有機物層より幅広部分の幅ＬＦが以下の式　ＬＦ≧２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／
ｎ１））＋Ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））　で規定されてもよい。
【００１１】
　透明部材と基板との間に、基板よりも屈折率の低い物質の層が形成されるように、有機
ＥＬパネルを透明部材に取り付ける取付構造を備えてもよい。
【００１２】
　有機ＥＬパネルは、基板上にハーフミラー、陽極、有機物層、陰極の順で積層されたマ
イクロキャビティ構造を備えてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、透過性を有する有機ＥＬを使用した発光装置において、有機ＥＬパネ
ル表面での反射光が後方側に漏れるのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る発光装置の概略断面図である。
【図２】陰極の幅の設定方法について説明するための図である。
【図３】基板の厚さと陰極の幅広部分の幅との関係を示す図である。
【図４】本発明の別の実施形態に係る発光装置の概略断面図である。
【図５】遮光膜の幅の設定方法について説明するための図である。
【図６】基板の厚さｄと遮光膜の幅広部分の幅との関係を示す図である。
【図７】封止部材の厚さと遮光膜の幅広部分の幅との関係を示す図である。
【図８】本発明のさらに別の実施形態に係る発光装置の概略断面図である。
【図９】図９（ａ）および（ｂ）は、発光装置の変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態に係る発光装置について詳細に説明する。なお
、各図面は各部材の位置関係を説明することを目的としているため、必ずしも実際の各部
材の寸法関係を表すものではない。また、各実施形態の説明において、同一または対応す
る構成要素には同一の符号を付し、重複する説明は適宜省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態に係る発光装置１０の概略断面図である。図１に示す発光装
置１０は、ハイマウントストップランプ、テールランプ等の車両用灯具として用いること
ができる。
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【００１７】
　図１に示すように、発光装置１０は、車両のリアウィンドウ等の透明部材１００に沿っ
て配置される。透明部材１００は、発光装置１０が取り付けられる第１面１００ａと、第
１面１００ａに対向する第２面１００ｂを有する。透明部材１００が車両のリアウィンド
ウである場合、第１面１００ａはリアウィンドウの車内側の面となり、第２面１００ｂは
リヤウィンドウの車外側の面となる。
【００１８】
　発光装置１０は、有機ＥＬパネル１２と、有機ＥＬパネル１２を透明部材１００に取り
付ける取付構造としての両面テープ１１とを備える。
【００１９】
　有機ＥＬパネル１２は、透明部材１００と対向して配置される透光性の基板２３と、基
板２３上に配置される透光性の陽極２１と、陽極２１上に配置される有機物層２４と、有
機物層２４上に配置される非透光性の陰極２６と、陽極２１、有機物層２４および陰極２
６を覆う透光性の封止部材２８と、を有する。封止部材２８は、例えば酸化ケイ素であっ
てよい。
【００２０】
　有機ＥＬパネル１２は、基板２３の周縁部に沿って貼り付けられた両面テープ１１によ
り、透明部材１００の第１面１００ａに取り付けられる。この両面テープ１１の厚みより
、基板２３と透明部材１００との間に空気層３０が形成される。
【００２１】
　陽極２１としては、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）等の透明電極が用いられる。陰極２
６としては、アルミニウム等の非透光性の金属電極が用いられる。陽極２１および陰極２
６を用いて有機物層２４に電圧を印加すると、陽極２１から正孔が、陰極２６からは電子
が注入され、有機物層２４でそれらが結合する際に生じるエネルギーで蛍光性有機化合物
が励起され、発光する。有機物層２４で発光した光のうち陽極２１に向かう光は、陽極２
１を通過して基板２３の出射面２３ａから出射される。一方、有機物層２４で発光した光
のうち陰極２６に向かう光は、陰極２６で反射した後、有機物層２４、陽極２１を通過し
て基板２３の出射面２３ａから出射される。このように、有機ＥＬパネル１２は、基本的
に片側方向（「前方」とする）にのみ光を出射する。基板２３の出射面２３ａから出射さ
れた光は、空気層３０を通って第１面１００ａから透明部材１００内に入射し、第２面１
００ｂから出射される。
【００２２】
　図１に示すように、有機物層２４および陰極２６は、ストライプ状に形成される。すな
わち、複数の列状の有機物層２４および陰極２６が所定の間隔をおいて並列されている。
このように有機物層２４および陰極２６をストライプ状に形成することにより、有機物層
２４および陰極２６が形成されていない領域を介して、発光装置１０が透けて見える。こ
れにより、発光装置１０を車両のリヤウィンドウに沿って配置した場合には、運転席から
の後方視認性を確保することができる。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係る発光装置１０においては、陰極２６は、有機物層
２４よりも幅広に形成されている。すなわち、陰極２６の端部は、有機物層２４の端部よ
りも幅方向に延在している。陰極２６における有機物層２４より幅広部分と陽極２１との
間には絶縁層２５が設けられている。すなわち、有機物層２４の両脇に絶縁層２５が設け
られており、有機物層２４および絶縁層２５上に陰極２６が設けられている。絶縁層２５
は、例えばＣａ（ＤＰＭ）２であってよい。
【００２４】
　有機物層２４で発光した光の一部は、基板２３の出射面２３ａで反射する。出射面２３
ａへの入射角が小さい反射光は陰極２６で遮光されるが、入射角が大きい反射光は陰極２
６で遮光されず、列状の陰極２６の間の領域を通過し、有機ＥＬパネル１２の後方に漏れ
る可能性がある。本実施形態に係る発光装置１０では、上記のように陰極２６を有機物層
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２４よりも幅広に形成したことにより、出射面２３ａでの反射角が大きい反射光を陰極２
６の幅広部分で遮光することができる。これにより、基板２３の出射面２３ａでの反射光
が有機ＥＬパネル１２の後方に漏れるのを防止または少なくとも抑制できる。発光装置１
０を車両のリヤウィンドウに沿って配置した場合には、自車の発光装置１０が発した光が
運転席方向に向かい難くなるので、運転者の眩惑を防止できる。
【００２５】
　図２は、陰極２６の幅の設定方法について説明するための図である。ここでは、基板２
３の出射面２３ａからの反射光が後方に漏れないために最低限必要な陰極２６の幅につい
て考察する。なお、図２では簡略化のため陽極の図示を省略している。
【００２６】
　図２に示すように、有機物層２４の端部から出射された後、入射角θＩで基板２３の出
射面２３ａに入射して反射し、陰極２６の端部を通過する光Ｌ１が、封止部材２８と空気
との界面２８ａに入射角θＩ’で入射し、全反射（屈折角θＲ＝９０°）する条件を考え
る。光Ｌ１の入射角θＩよりも小さい入射角で出射面２３ａに入射する光Ｌ２は、陰極２
６で遮光されるため、有機ＥＬパネル１２の後方には漏れない。一方、光Ｌ１の入射角θ

Ｉよりも大きい入射角で出射面２３ａに入射する光Ｌ３は、封止部材２８の界面２８ａで
反射するため、有機ＥＬパネル１２の後方には漏れない。
【００２７】
　基板２３の屈折率をｎ１、封止部材２８の屈折率をｎ２、空気の屈折率をｎａｉｒ＝１
とする。また、基板２３の厚さをｄとし、陰極２６における有機物層２４より幅広部分の
幅をＬＮとする。このとき、以下の（１）～（３）式が成り立つ。
　ＬＮ≧２ｄｔａｎθＩ　　　（１）
　ｎ１ｓｉｎθＩ＝ｎ２ｓｉｎθＩ’　　　（２）
　ｎ２ｓｉｎθＩ’＝ｎａｉｒｓｉｎθＲ　　　（３）
　（１）～（３）式から、以下の（４）式を導くことができる。
　ＬＮ≧２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））　　　（４）
　従って、（４）式を満たすように陰極２６の幅広部分の幅ＬＮを設定することにより、
基板２３の出射面２３ａからの反射光が後方に漏れるのを防止することができる。
【００２８】
　図３は、基板２３の厚さｄと陰極２６の幅広部分の幅ＬＮとの関係を示す図である。図
３は、ＬＮ＝２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））をｎ１＝１．５としてプロットし
たものである。図３から分かるように、反射光が後方に漏れるのを防止するためには、基
板２３の厚さｄが大きくなるほど、陰極２６の幅広部分の幅ＬＮを大きくする必要がある
。例えば基板２３の厚さｄが０．０５ｍｍ～１．０ｍｍの場合、陰極２６の幅広部分の幅
ＬＮを０．０９ｍｍ～１．８ｍｍ以上に設定する必要がある。
【００２９】
　図４は、本発明の別の実施形態に係る発光装置４０の概略断面図である。図４に示す発
光装置４０も、車両のリアウィンドウ等の透明部材１００に沿って配置され、ハイマウン
トストップランプ、テールランプ等の車両用灯具として用いることができる。
【００３０】
　発光装置４０は、有機ＥＬパネル１２と、有機ＥＬパネル１２を透明部材１００に取り
付ける取付構造としての両面テープ１１とを備える。両面テープ１１の厚みより、基板２
３と透明部材１００との間に空気層３０が形成される。
【００３１】
　有機ＥＬパネル１２は、透明部材１００と対向して配置される透光性の基板２３と、基
板２３上に配置される透光性の陽極２１と、陽極２１上に配置される有機物層２４と、有
機物層２４上に配置される非透光性の陰極２６と、陽極２１、有機物層２４および陰極２
６を覆う透光性の封止部材２８と、封止部材２８上に形成される遮光膜４２とを有する。
遮光膜４２は、例えばＡｌを蒸着した粘着シートで形成されてよい。
【００３２】
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　本実施形態に係る発光装置４０において、有機物層２４、陰極２６および遮光膜４２は
、ストライプ状に形成される。すなわち、複数の列状の有機物層２４および陰極２６が所
定の間隔をおいて並列されており、各列状の有機物層２４および陰極２６の上方に封止部
材２８を介して列状の遮光膜４２が形成されている。これにより、有機物層２４、陰極２
６および遮光膜４２が形成されていない領域を介して、発光装置４０が透けて見える。こ
れにより、発光装置４０を車両のリヤウィンドウに沿って配置した場合には、運転席から
の後方視認性を確保することができる。
【００３３】
　図４に示すように、本実施形態に係る発光装置４０においては、陰極２６は、有機物層
２４と同じ幅に形成されている。一方、遮光膜４２は、有機物層２４よりも幅広に形成さ
れている。すなわち、遮光膜４２の端部は、有機物層２４の端部よりも幅方向に延在して
いる。
【００３４】
　有機物層２４で発光した光の一部は、基板２３の出射面２３ａで反射する。出射面２３
ａへの入射角が小さい反射光は陰極２６で遮光されるが、入射角が大きい反射光は陰極２
６で遮光されず、列状の陰極２６の間の領域を通過し、有機ＥＬパネル１２の後方に漏れ
る可能性がある。本実施形態に係る発光装置４０では、上記のように封止部材２８上にス
トライプ状の遮光膜４２を設け、該遮光膜４２を有機物層２４よりも幅広に形成したこと
により、出射面２３ａでの反射角が大きい反射光を遮光膜４２の幅広部分で遮光すること
ができる。これにより、基板２３の出射面２３ａでの反射光が有機ＥＬパネル１２の後方
に漏れるのを防止または少なくとも抑制できる。発光装置４０を車両のリヤウィンドウに
沿って配置した場合には、自車の発光装置４０が発した光が運転席方向に向かい難くなる
ので、運転者の眩惑を防止できる。
【００３５】
　図５は、遮光膜４２の幅の設定方法について説明するための図である。ここでは、基板
２３の出射面２３ａからの反射光が後方に漏れないために最低限必要な遮光膜４２の幅に
ついて考察する。なお、図５では簡略化のため陽極の図示を省略している。
【００３６】
　図５に示すように、有機物層２４の端部から出射された後、入射角θＩで基板２３の出
射面２３ａに入射して反射した光Ｌ４が、封止部材２８と空気との界面２８ａにおける遮
光膜４２の端部で全反射（屈折角θＲ＝９０°）する条件を考える。光Ｌ４の入射角θＩ

よりも小さい入射角で出射面２３ａに入射する光Ｌ５は、遮光膜４２で遮光されるため、
有機ＥＬパネル１２の後方には漏れない。一方、光Ｌ４の入射角θＩよりも大きい入射角
で出射面２３ａに入射する光Ｌ６は、封止部材２８の界面２８ａで反射するため、有機Ｅ
Ｌパネル１２の後方には漏れない。
【００３７】
　基板２３の屈折率をｎ１、空気の屈折率をｎａｉｒ＝１とする。また、基板２３の厚さ
をｄとし、封止部材２８の厚さをＤとし、遮光膜４２における有機物層２４より幅広部分
の幅をＬＦとする。このとき、以下の（５）および（６）式が成り立つ。
　ＬＦ≧２ｄｔａｎθＩ＋ＤｔａｎθＩ　　　（５）
　ｎ１ｓｉｎθＩ＝ｓｉｎθＲ　　　（６）
　（５）および（６）式から、以下の（７）式を導くことができる。
　ＬＦ≧２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））＋Ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１

））　　　（７）
　従って、（７）式を満たすように遮光膜４２の幅広部分の幅ＬＦを設定することにより
、基板２３の出射面２３ａからの反射光が後方に漏れるのを防止することができる。
【００３８】
　図６は、基板２３の厚さｄと遮光膜４２の幅広部分の幅ＬＦとの関係を示す図である。
図６は、ＬＦ＝２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））＋Ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１
／ｎ１））をｎ１＝１．５、封止部材２８の厚さＤ＝０．２ｍｍとしてプロットしたもの
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である。図６から分かるように、反射光が後方に漏れるのを防止するためには、基板２３
の厚さｄが大きくなるほど、遮光膜４２の幅広部分の幅ＬＦを大きくする必要がある。例
えば基板２３の厚さｄが０．０５ｍｍ～１．０ｍｍの場合、遮光膜４２の幅広部分の幅Ｌ

Ｆを０．２７ｍｍ～２．０ｍｍ以上に設定する必要がある。
【００３９】
　図７は、封止部材２８の厚さＤと遮光膜４２の幅広部分の幅ＬＦとの関係を示す図であ
る。図７は、ＬＦ＝２ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ（１／ｎ１））＋Ｄｔａｎ（ａｒｃｓｉｎ
（１／ｎ１））をｎ１＝１．５、基板２３の厚さｄ＝０．１ｍｍとしてプロットしたもの
である。図７から分かるように、反射光が後方に漏れるのを防止するためには、封止部材
２８の厚さＤが大きくなるほど、遮光膜４２の幅広部分の幅ＬＦを大きくする必要がある
。例えば封止部材２８の厚さＤが０．０５ｍｍ～１．０ｍｍの場合、遮光膜４２の幅広部
分の幅ＬＦを０．２２ｍｍ～１．１ｍｍ以上に設定する必要がある。
【００４０】
　図８は、本発明のさらに別の実施形態に係る発光装置８０の概略断面図である。図１に
示す発光装置１０も、車両のリアウィンドウ等の透明部材１００に沿って配置され、ハイ
マウントストップランプ、テールランプ等の車両用灯具として用いることができる。
【００４１】
　発光装置８０は、有機ＥＬパネル１２と、有機ＥＬパネル１２を透明部材１００に取り
付ける取付構造としての透明フレーム８２とを備える。透明フレーム８２は、透明樹脂で
形成された有底矩形状のフレームであり、その底面８２ａに有機ＥＬパネル１２の封止部
材２８が貼り付けられる。透明フレーム８２は、支持部８２ｂを備えており、該支持部８
２ｂが透明部材１００の第１面１００ａに取り付けられることにより、有機ＥＬパネル１
２が固定される。透明フレーム８２の支持部８２ｂは、有機ＥＬパネル１２の基板２３と
透明部材１００とが所定距離離間するように形成される。これにより、基板２３と透明部
材１００との間には空気層３０が形成される。
【００４２】
　図１に示す発光装置１０、図４に示す発光装置４０および図８に示す発光装置８０では
、いずれも有機ＥＬパネル１２の基板２３と透明部材１００との間に空気層３０が形成さ
れている。有機ＥＬパネル１２の基板２３と透明部材１００との間に空気層を形成せず、
例えば基板２３および透明部材１００と屈折率の近いテープを挟んだ場合、基板２３の出
射面２３ａや透明部材１００の第１面１００ａでの反射光は少なくなるが、透明部材１０
０の第２面１００ｂでの反射光がストライプ状の陰極２６の間を通って後方に漏れる可能
性がある。そこで、上記実施形態に係る発光装置では、有機ＥＬパネル１２の基板２３と
透明部材１００との間に敢えて空気層３０を形成し、透明部材１００の第１面１００ａで
の反射光が後方に漏れにくくしている。空気層３０の厚さは、５０μｍ～１０ｃｍ程度と
することが望ましい。本発明者が行ったシミュレーションによると、５０μｍ以下の場合
、後方への漏れ光が増加する傾向があった。また、車両に搭載することを考慮すると、空
気層３０の厚さを大きくしすぎることは現実的ではなく、１０ｃｍ以下とすることが望ま
しい。なお、基板２３の出射面２３ａでの反射光は、上述したように陰極２６や遮光膜４
２で遮光されるので、後方には漏れにくい。
【００４３】
　上記の実施形態では、有機ＥＬパネル１２の基板２３と透明部材１００との間に空気層
３０を形成したが、空気層に限定されず、基板２３よりも屈折率の低い物質の層が形成さ
れていればよい。
【００４４】
　図９（ａ）および（ｂ）は、発光装置の変形例を説明するための図である。図９（ａ）
は、図１で説明した発光装置１０を示す。図９（ｂ）は、変形例に係る発光装置９０を示
す。
【００４５】
　図９（ａ）に示す発光装置１０は、基板２３上に、陽極２１、有機物層２４、陰極２６
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た光の輝度分布はランバーシアン分布となる。
【００４６】
　一方、図９（ｂ）に示す発光装置９０は、基板２３上にハーフミラー９２、陽極２１、
有機物層２４、陰極２６の順で積層されたマイクロキャビティ構造を備える。このマイク
ロキャビティ構造は、有機物層２４から発する光を多重反射させることで特定の波長の光
を増強選択するものである。このようなマイクロキャビティ構造の場合、正面方向が高く
、正面方向以外が低い輝度分布となる。
【００４７】
　図９（ａ）に示す発光装置１０において、正面方向以外に向かう光のうち基板２３の出
射面２３ａへの入射角が小さい光は、出射面２３ａで反射後に陰極２６の幅広部分で遮光
されるが、図２で説明したような十分な陰極２６の幅が確保されていない場合、入射角が
大きい光は出射面２３ａで反射後に陰極２６の幅広部分で遮光されず、後方に漏れる可能
性がある。
【００４８】
　一方、図９（ｂ）に示す発光装置９０では、マイクロキャビティ構造を採用しているこ
とにより、出射面２３ａへの入射角が大きい光の輝度は小さくなる。従って、出射面２３
ａで反射後に後方に漏れる光を低減することができる。逆に言えば、本変形例に係る発光
装置９０によれば、陰極２６の幅を図９（ａ）に示す発光装置１０ほど大きくしなくても
、後方に漏れる光が低減できることになる。つまり、本変形例に係る発光装置９０によれ
ば、陰極２６の幅を小さくして開口率を向上することができるので、透過性の高い発光装
置を実現できる。
【００４９】
　以上、実施の形態をもとに本発明を説明した。これらの実施形態は例示であり、各構成
要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も
本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【符号の説明】
【００５０】
　１０、４０、８０、９０　発光装置、　１１　両面テープ、　１２　有機ＥＬパネル、
　２１　陽極、　２３　基板、　２４　有機物層、　２５　絶縁層、　２６　陰極、　２
８　封止部材、　３０　空気層、　４２　遮光膜、　８２　透明フレーム、　１００　透
明部材。
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